特定事業所集中減算届出書（後期分）

平成　　年　　月　　日

愛知県知事　殿

	届出者
	法人所在地
	
	

	
	法人名称
	
	

	
	代表者の職・氏名
	
	印


特定事業所集中減算に係る算定結果は以下のとおりです。
	事　業　所
	ふりがな

名　称
	

	
	所在地
	（〒　　　　－　　　　　）



	
	連絡先
	電話番号
	
	FAX番号
	

	介護保険

事業所番号
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	適用開始年月日
	平成20年4月１日

	記載担当者氏名
	
	

	特定事業所

集中減算
	１.なし　　2.　あり


[image: image1]


〔判定期間におけるケアプラン数（介護予防ケアプランは含まない）〕
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	合計

	
	
	
	
	
	
	


〔紹介率最高法人名等〕
次ページの算定手順による結果を記載する。

	
	法人名
	代表者名
	住所
	事業所名

	訪問介護
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	通所介護
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	福祉用具貸与
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注）行が不足したら、必要に応じ追加すること。
〔特定事業所集中減算の算定手順〕

① 法人ごとに、当該法人が有する訪問介護事業所が含まれたケアプラン数を算定する。

・下表の「法人名」欄に、上位３法人までの紹介数が多い法人名を記入し、該当するケアプラン数を記入する。

② 訪問介護を位置づけたケアプラン数を記入する。

・下表の「訪問介護ケアプラン数」の行に、訪問介護を位置づけたケアプラン数を記入する。
③ 紹介率最高法人の確認および占有率の確認

・法人ごとにケアプランの合計数を訪問介護ケアプランの合計数で割り、その算定結果がいちばん高い法人が紹介率最高法人となる。
④ 通所介護、福祉用具貸与についても、訪問介護と同じ手順で算定すること。

⑤ 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の算定結果のいずれかで９０％を超えた場合は、特定事業所集中減算の対象となる。（ただし、次ページ「正当な理由の範囲」を確認すること。）
【訪問介護】

	判定期間

法人名
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	合計
	算定結果（％）

	
	
	
	
	
	
	
	
	(a
	
	(a/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	(b
	
	(b/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	(c
	
	(c/A

	訪問介護ケアプラン数
	
	
	
	
	
	
	
	(A
	


【通所介護】

	判定期間

法人名
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	合計
	算定結果（％）

	
	
	
	
	
	
	
	
	(a
	
	(a/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	(b
	
	(b/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	(c
	
	(c/A

	通所介護ケアプラン数
	
	
	
	
	
	
	
	(A
	


【福祉用具貸与】

	判定期間

法人名
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	合計
	算定結果（％）

	
	
	
	
	
	
	
	
	(a
	
	(a/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	(b
	
	(b/A

	
	
	
	
	
	
	
	
	(c
	
	(c/A

	福祉用具貸与ケアプラン数
	
	
	
	
	
	
	
	(A
	


〔正当な理由の範囲〕
算定結果が９０％を超えた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は、特定事業所集中減算の対象外とする。
	①【全サービス共通】

当該居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、減算対象となるサービス種別の事業所が５事業所未満である。
	はい・いいえ

	②【全サービス共通】

当該居宅介護支援事業所が特別地域加算を受けている。
	はい・いいえ

	③【全サービス共通】

判定期間における月平均のケアプラン数が２０件以下である。
	はい・いいえ

	④【全サービス共通】追加
ケアプランを作成したがサービス利用のない月がある場合、当該月のケアプランを除外し再計算すると算定結果が９０％以下となる。
	はい・いいえ

	⑤【訪問介護】

減算対象となる紹介率最高法人の事業所のうち、特定事業所加算を算定している事業所がある場合、その事業所を除外し再計算すると算定結果が９０％以下となる。
	はい・いいえ

	⑥【通所介護】

減算対象となる紹介率最高法人の事業所のうち、事業所を選んだ理由として利用者の居住地近辺で通所介護事業所が限られているということが、アセスメントまたはケアプラン等に明記されている者がいる場合、その者のケアプランからその事業所を除外し再計算すると算定結果が９０％以下となる。
	はい・いいえ

	⑦【訪問介護】

減算対象となる紹介率最高法人の事業所のうち、通院等乗降介助の行える事業所が、当該居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に５事業所未満である場合、以下のように再計算する。

・通院等乗降介助を記載しているケアプランのうち、以上に該当する訪問介護事業所を除外し、再計算すると９０％以下となる。
	はい・いいえ

	⑧【通所介護】

減算対象となる紹介率最高法人の事業所のうち、栄養マネジメント体制加算を算定している事業所がある場合は、以下のように再計算する。

・栄養マネジメント体制を記載しているケアプランのうち、以上に該当する通所介護事業所を除外し、再計算すると９０％以下となる。
	はい・いいえ


上記理由に該当する場合は以下の書類を添付し２年間保存すること。

①；通常の事業の実施地域における、当該サービス種別の事業所一覧（ＷＡＭ－ＮＥＴ等の事業所一覧を添付）

②、③；添付不要
④、⑤、⑥、⑦、⑧；別紙





















「なし」の場合は、当書類を事業所で２年間保存する。


「あり」の場合は、３月１４日までに県高齢福祉課に提出する。
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